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聖籠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年７月１日 

聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町規則第１８号 

聖籠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行細則の一部を改正する規則 

聖籠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則（平成１９年聖籠町規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２１号（表面）中 

「              「 

             」を             」に改める。 

 別記様式第２３号（表面）中 

「          「 

         」を         」に改め、同様式（裏面）中  

「                                

                              」を 

「 

                              」に、 

「                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                」を  

                    」を 
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    」に改める。 

別記様式第２５号中 

「              「 

             」を             」に改める。 

 別記様式第２６号中 

「           「 

          」を          」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


